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特例臨時接種に係る接種委託料の請求先については、これまで一律に国保連に請求いただいてい
ましたが、4月11日（木）以降、以下のとおり変更となりますので、ご注意ください。
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広島市外
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新予診票で請求する場合

被接種者の
住民票所在地

接種委託料の種別 請求先

広島市

①接種費用（2,277円）
②予診のみ費用（1,694円）
③小児加算（726円）

広島市

①時間外加算（803円）
②休日加算（2,343円）

医療機関の所在する市町村
※広島市に請求不可

広島市外

①接種費用（2,277円）
②予診のみ費用（1,694円）
③小児加算（726円）

住民票所在地のある市町村による。

①時間外加算（803円）
②休日加算（2,343円）

医療機関の所在する市町村
※広島市に請求不可

被接種者の
住民票所在地

接種委託料の種別 請求先

広島市 全て 広島市

広島市外 全て 住民票所在地のある市町村による。

【旧予診票】
時間外・休日加算の塗りつぶし欄がない予診票（令和3年11月以前の様式）

【新予診票】
時間外・休日加算の塗りつぶし欄がある予診票（令和3年12月以降の様式）

旧予診票で請求する場合
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特例臨時接種に係る接種費用の請求期間は、下表のとおりです。
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広島市外
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区分 請求期間 審査完了月 支払期限

5月請求分 5月1日（水）～10日（金）※必着 6月 7月31日（水）

令和6年度の請求期間

6月以降のスケジュールについては、決まり次第、お知らせします。

請求書類の提出先

〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康推進課感染症対策係（16階）
※「【広島市請求用】コロナウイルスワクチン接種費等請求書」による請求の際は、
郵送と併せて、以下のとおり、メールでのデータ送付もお願いします。
広島市健康推進課：k-suishin@city.hiroshima.lg.jp
件名：請求書送付（コロナワクチン特例臨時接種分）
送付物： 【広島市請求用】コロナウイルスワクチン接種費等請求書

封筒に「請求書等在中（コロナワ
クチン）」と記載してください。

mailto:k-suishin@city.hiroshima.lg.jp
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【費用の全て（接種費用・予診のみ費用・小児加算・時間外加算・休日加算）】
⇒「【広島市請求用】コロナウイルスワクチン接種費等請求書」にて請求。
※被接種者の住民票所在地が広島市のものに限る。

【特例臨時接種】4月11日以降の費用請求の様式について

特例臨時接種に係る接種委託料の請求様式について、費用請求先の変更に伴い、4月11日
（木）以降、以下のとおり変更となりますので、ご注意ください。
なお、当該様式は広島市に請求する際の様式です。他市町村への請求については、それぞれの市町
村へお問合せください。

3

広島市外
医療機関用

新予診票で請求する場合

旧予診票で請求する場合

【接種費用・予診のみ費用・小児加算】
⇒「【広島市請求用】コロナウイルスワクチン接種費等請求書」にて請求。
※被接種者の住民票所在地が広島市のものに限る。

【時間外加算・休日加算】
⇒医療機関の所在する市町村に請求。 ※広島市に請求不可

新予診票：時間外・休日加算の塗りつぶし欄がある予診票（令和3年12月以降の様式）

旧予診票：時間外・休日加算の塗りつぶし欄がない予診票（令和3年11月以前の様式）

記載方法は4ページを参照

記載方法は4ページを参照

https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/234508.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/234508.xlsx
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①広島市の接種券を使用した接種分のみ
記載すること
新予診票・旧予診票を問わず請求可能。
ただし、旧予診票の時間外・休日加算につ
いては、医療機関の所在する市町村に請求
する。 ※広島市に請求不可

②件数を重複して記載しないこと
【例】休日に、10件の接種(予診のみ)を行っ
た場合は、「6歳●●(休日)」の項目に
「10」と記載。「6歳●●(時間外・休日分
除く)」には件数を記載しない。

③数か月分をまとめて請求可能
接種月ごとの請求書作成は不要。
【例】1月に2件、3月に4件接種した場合は、
●月請求分として合算した6件を請求可能。

【特例臨時接種】請求書の記載方法について
【広島市請求用】コロナウイルスワクチン接種費等請求書
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①

②

⑤

④
③

番号 項目 備考

① 医療機関名称等 医療機関の情報を記載

② 口座番号等 口座情報を記載（通帳の写しを別途、添付。）

③ 請求月
請求日の属する月を記載
【例】令和6年5月1日～10日の間に広島市へ請求する場合は
「令和6年5月請求分」と記載。

④ 請求金額 自動計算で表示されます。金額に誤りがないかご確認ください。

⑤ 請求件数等
請求金額・小計・合計は自動計算で表示されます。金額に誤りが
ないかご確認ください。また、「⑤を記載する際の留意事項」も併せ
てご確認ください。

◎4月10日以前の請求様式（国保連に提出していたもの）から一部変更していますので、必ず新様式での提出をお願いします。

⑤を記載する際の留意事項

左記、①～⑤を以下のとおり記載してください。
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※請求の際に添付する予診票は、必ず原本であること。
※予診票の原本を提出する際、必ず写しをとって定められた期間（5年間）保存すること。

①②

⑤

④
③

⑥
⑦

⑧
⑨

番号 項目 備考

① クーポン券
・3回目接種以降は、基本的には印字されている。
・予診のみの場合、（□予診のみ）の□に✓が入って
いるか

②
住民票に記載されて
いる住所

クーポン券記載の請求先と一致しているか

③
医師署名又は記名
押印

記載漏れがないか
※記名（スタンプ等を使用）の場合は必ず押印が必
要です。

④ 医療機関記入欄
該当する項目（時間外・休日等）がある場合は、
マーク欄が塗りつぶされているか

⑤
被接種者又は保護
者自署

記載漏れがないか

⑥ 医療機関等コード
10桁の医療機関コードを正確かつ明瞭に記載してい
るか

⑦ 接種年月日
記載漏れがないか
予診のみの場合は予診年月日を記載しているか

⑧ 実施場所・医師名 記載漏れがないか

⑨ ワクチン名・ロット番号
券種との不一致がないか
ロット番号シールを貼付しているか（予診のみの場合
は不要）

請求前に、左記、①～⑨を以下のとおり確認する。

上記①～⑨以外にも、記入漏れ等がないか必ず確認をお願いします。
注意
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古い接種日

新しい接種日

古い接種日

新しい接種日

古い接種日

【特例臨時接種】請求書類の編綴について
（旧予診票での時間外・休日加算を請求しない場合）
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【広島市請求用】コロナウイルスワクチン接種費等請求書による請求

【上】
①請求書
②通帳の写し
③新予診票-予診のみ

6歳未満（時間外・休日分除く）
6歳未満（時間外）
6歳未満（休日）
6歳以上（時間外・休日分除く）
6歳以上（時間外）
6歳以上（休日）

④新予診票-接種
※同順

【下】

（※）

請求書に記載してある、請求件数一覧表の種類順になるよう以下のとおり編綴し、提出をお願いします。

【上（④の後ろ）】

⑤旧予診票-予診のみ
6歳未満（時間外・休日分除く）
6歳以上（時間外・休日分除く）

⑥旧予診票-接種
6歳未満（時間外・休日分除く）
6歳以上（時間外・休日分除く）

【下】

【旧予診票での時間外・休日加算を除く請求を行う場合】
④の後ろに続けて、以下の順で編綴する。

⑥

⑤

③

②

①

④

※③～⑥の予診票編綴の際、種類ごとに上が古い接種日の予診票になるよう並べてご提出ください。

古い接種日

新しい接種日

新しい接種日

◎国保連に提出していた際の編綴と異なりますので、ご注意ください。
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請求に関して御不明な点等ありましたら、以下にお問合せください。

問合せ先

広島市健康推進課感染症対策係
電話番号：082-504-2880
対応時間：午前8時30分～午後5時15分（土日祝除く）

VRS用タブレット端末の運用は、令和6年4月30日(火) 23時に終了します。
接種記録の登録は、令和6年4月10日までに必ず行っていただくようお願いします。

連絡事項

接種記録の登録作業については、以下のとおりです。


